
 

１．公共用水域水質測定結果 

 

 

 （１）水質測定の概要 

 

 この水質調査は、水質汚濁防止法第１５条に基づき平成２７年４月から平成２８年３月

までに実施したものである。 

 測定地点数及び測定検体数は、表－１、表－２のとおり合計８８地点、延べ３，９０９

検体である。 

 水質測定は、生活環境の保全に関する項目（生活環境項目）を全測定地点で、人の健康

の保護に関する項目（健康項目）を主要地点や発生源の立地状況により汚濁が懸念される

地点で、その他の項目、要監視項目及び要測定指標項目を水域の状況に応じて必要と思わ

れる地点で測定した。 

 水質の分析方法は、表－３、表－４に示すとおり、環境基準に定められた分析方法「昭

和４６年１２月２８日環境庁告示第５９号（平成２５年環境省告示第３０号改正）」に掲げ

られた方法、及び日本工業規格「工場排水試験法（JIS-K0102）」等科学的に確立された分

析方法で行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表－１ 水域別調査地点数・検体数 

 



表－２ 要監視項目調査地点・検体項目数 

 

 



表－３ 測定方法一覧 

 

「規格」：日本工業規格 K0102     ＊その他の項目に分類 

「付表１～１３」：昭和４６年１２月２８日、環境庁告示第５９号に定める方法（平成２５年３月２７日環境省告示第３０号最終改正） 

「付表」：平成９年３月１３日、環境庁告示第１０号に定める方法（平成２６年１１月１７日環境省告示第１２７号最終改正） 

 



表－４ 測定方法一覧（要監視項目） 

 

通知１：平成５年４月２８日、環水規第１２１号環境庁水質保全局水質規制課長通知に定められた方法 

通知２：平成１６年３月３１日、環水企発第 040331003号・環水土発第 040331005号環境省環境管理局水環境 

        部長通知に定められた方法 

通知３：平成２５年３月２７日、環水大水発第 1303272号環境省水・大気環境局長通知に定められた方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



環境基準点における平成２７年度の結果は、健康項目を測定している全地点（５地点）

において環境基準値を満たしており、生活環境項目（ＢＯＤ／ＣＯＤ）は１２地点中１１

地点が環境基準値を満たしています。 

 

○環境基準点における河川のＢＯＤ、湖沼・海域のＣＯＤ（７５％値） 

 

※ＢＯＤ・ＣＯＤ値（７５％値）とは 

 水質の程度を評価するときに用いられ、年間の４分の３の日数はその値を超えない水質

レベルを示す。 

 年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ０．７５×ｎ番目（ｎ

は日間平均値のデータ数）のデータ値をもって７５％水質値とする。 


